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事件番号 平成30年 (ネ)第 29S号

広島駅北田広島高速5号線トンネル掘削工事の中止請求控訴事件

控 訴 人  広 島おさむる会

被控訴A  広 島高速道路会社            ・

答   弁    書

平成al年 1月 23日

広島高等載削所第4部  御 中

〒730-0004 広 島市中区東白島町21普 18号

絆口 ,真田陰俸専務所 (送達場所)

被告代理人弁護士  貫    田    文

TEL:082-227-3398

FAX:082-2t27-4769

第1 控 訴の趣旨に対する答弁

1,本 件控訴を棄却する

2・控訴費用は控黒Xの 負担とする

との判決を求める。

第2 控 訴理由書 〔平成30年 (2018)年 12月 21日 付〕に対する答弁

1 第 1項中、原判決の記裁内容櫨認め、その森|ま争う3

ヨ 第 2項 |ま争う。

3 端 魯嘔中、原判洸伸記識内行は耐い、千仲会1まキ号rl

・

1 ロ
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4 第 4乃至第S項については、控前状に記載されている事実は都めるが、そ

の内容は争う。

5 第 9項中、原判決の記裁内容は認め、その森は争う。

6 第 10項 及び第11項 については、特に争わないち|

7 第 12項中、原判決の記載内容は認め、その余は争う。

呂 第 13項 中、被控離人のホームページ上の記載は認め、その余は争う。

9 第 14項 松争う。

10 第 15項 及び第16項 にrDぃては、不抑。

第3 被 控訴人の主張

控訴人の主張や提出された食証拠によっても、控訴人の主張する広島駅北口広

島高速5号線トンネル掘削工事によつて、擢訴人の有する具体的な法律上の権利

又は利益について現実的な危険が発生し、あるいは韓生するおそれがあると部め

られない。

よつて、本件控訴は理由がなく、薬却されるべきである。

以 上
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